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1. はじめに 

 ノロウイルス（NoV）はウイルスによる食中

毒の主要な病原体であり，厚生労働省の食中毒

統計 1)（2021 年）によると全食中毒患者数の約

半数を占めている。しかしながら，食品へのウ

イルス汚染量は微量なことも多く 2)，また，食

品中の夾雑物等が検査に影響する場合もあるた

め，実際に食品から NoV が検出された事例は少

ない。  
今回，食中毒 2 事例において，食品検体から

NoV を検出することができたケースを経験した

ので報告する。  
 
2. 材料と方法  
2.1 材料 

 事例 1 は，3 グループに同一飲食店より提供

された食事が原因と疑われたケース（摂食者 58
名中患者 43 名）で，摂食者便 6 検体（有症者便

5 検体，無症者便 1 検体），調理従事者便 5 検

体，施設ふきとり 10 検体および食品残品 10 検

体を検査した。  
事例 2 は，介護施設の利用者に提供された給

食が原因と疑われたケース（摂食者 83 名中患者

30 名）で，摂食者便 10 検体（すべて有症者便），

調理従事者便 9 検体および保管検食 23 検体を検

査した。  
 

2.2 方法 

糞便検体は，糞便乳剤から核酸を抽出し，リ

アルタイム RT-PCR を行った。陽性検体につい

ては Capsid N/S 領域遺伝子を増幅し，ダイレク

トシークエンスにて塩基配列を決定した。食品

検体は，ウイルスの濃縮を当センターで開発し

たパンソルビン・トラップ法 3)（平成 25 年 10
月 22 日付け食安監発 1022 第 1 号）に準じて行

い，核酸を抽出した。その後，RT-PCR を行い，

陽性検体については糞便検体と同様の手順で塩

基 配 列 を 決 定 し た 。 ふ き と り 検 体 は ，

ワイプチェック（佐藤化成工業所）の希釈液を

分取し核酸を抽出後，Random Primer を用いて

cDNA を合成し，リアルタイム PCR を行った。 

 

3. 結果 

 食中毒事例の概要と検出状況を表に示す。事

例 1 では，摂食者便 6 検体すべてから，また，

調理従事者便 2 検体および食品残品 2 検体（い

ずれもサーモン塩焼き）から NoVGII が検出さ

れた。ふきとり検体 10 検体はすべて不検出であ

った。検出された NoV の遺伝子型は GII.2 であ

り，塩基配列は検出されたすべての検体で一致

した（図）。食品の汚染量については，ウイル

ス量が少なく定量には至らなかった。  

 

表 食中毒事例の概要と検出状況  

発生年月日    　　　　　 2021年4月11日
原因食品　      　　　　　 不明（同施設で調理・提供した食事）

病因物質　　        　　　 ノロウイルス

遺伝子型 GII.2
原因施設 飲食店

摂食者数 58名
患者数 43名
検出状況

　検出数／摂食者便 6／6
　検出数／調理従事者便 2／5
　検出数／ふきとり 0／10
　検出数／食品残品 2／10
　検出食品 サーモン塩焼き

　検出数／食中毒菌（検体数） 0／20

発生年月日    　　　　　 2022年2月12日
原因食品　      　　　　　 大根おろし

病因物質　　        　　　 ノロウイルス

遺伝子型 GII.4
原因施設 事業場（介護施設）- 給食施設

摂食者数 83名
患者数 30名
検出状況

　検出数／摂食者便 10／10
　検出数／調理従事者便 1／9
　検出数／保管検食 1／23
　検出食品 大根おろし

事例1

事例2
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事例 2 では，摂食者便 10 検体すべてから，ま

た，調理従事者便 1 検体および保管検食 1 検体

（大根おろし）から NoVGII が検出された。検

出された NoV の遺伝子型は GII.4 であり，塩基

配列は検出されたすべての検体で一致した

（図）。検食の汚染量は，食品 1 g 当たり 20 コ

ピーであった。 

 

4. 考察 

事例 1 では，食品検体から NoV が検出され，

また摂食者および調理従事者便の遺伝子型が一

致したにも関わらず，原因食品の断定には至ら

なかった。この事例は，3 グループに同日提供

された食事により感染が拡がっていたが，NoV
が検出された食品検体は各グループに共通した

ものではなかった。このことは，感染者である

調理従事者が，盛り付け作業時に複数の食品を

汚染した可能性を示唆しており，各食品に微量

かつ不均一にウイルスが付着していたものと考

えられる。改めて食品検体におけるウイルス検

出の難しさを認識する事例であった。また，NoV
は一定条件の加熱により不活化する 4)と言われ

ているが，検出された食品は十分に加熱処理さ

れたものであった。この状況は，調理後の盛り

付け段階に感染の原因がある二次汚染と推測さ

れ，ウイルスの汚染を防ぐには加熱が有効な手

段であっても，その後の工程には注意が必要で

あると思われる。  
事例 2 では，大根おろしが原因食品と判明し，

感染者である調理従事者からの汚染が原因と推

定された。この大根おろしは既製品ではなく，

施設で調理されたものであった。大根おろしは

調理過程において，手指の接触が多く，非加熱

で提供される食品である。この事例においては，

食品がウイルスにより比較的均一に汚染された

ことで，多くの摂食者が感染に至ったものと考

えられた。  
両事例の調理従事者は不顕性感染者であり，

事例 2 においては，食中毒発生の数日前に調理

従事者の家族が胃腸炎症状を呈し，本人も調理

従事後に発症していた。いずれも，感染してい

る認識が無い状態で調理に携わっていた。調理

従事者においては，自らが感染の原因とならな

いよう，家族を含めた健康観察や調理時におけ

る手洗いの徹底および手袋の交換等に配慮が求

められるものと考えられた。 
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図 食中毒事例の系統樹 
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